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論壇
Ⅰ

問
題
の
所
在

1

租
税
平
等
主
義
と
は

⑴

租
税
平
等
主
義
と
は
、
ⅰ

税
負
担
が
、
担
税
力
に
即
し

て
国
民
に
公
平
に
配
分
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
担
税
力

に
即
し
た
課
税
）、
ⅱ
国
民

が
、
各
種
の
租
税
関
係
法
律

に
お
い
て
平
等
に
取
り
扱
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
租

税
の
公
平
）、
と
い
う
原
則

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
直
接
的

に
は
、
憲
法
14
条
1
項
（
法

の
下
の
平
等
）
が
命
ず
る
原

則
で
あ
る
。

⑵

ⅰ
の
担
税
力
と
は
、
各
人

の
経
済
的
負
担
能
力
で
あ

り
、
担
税
力
の
基
準
と
し

て
、
所
得
・
財
産
・
消
費
の
3

つ
が
掲
げ
ら
れ
る
。
ⅱ
の
租

税
の
公
平
は
、
同
様
の
状
況

に
あ
る
も
の
は
同
様
に
（
水

平
的
公
平
）、
異
な
る
状
況

に
あ
る
も
の
は
状
況
に
応
じ

て
異
な
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る

べ
き
こ
と（
垂
直
的
公
平
）を

要
求
す
る（
以
上
文
献
①
）。

2

例
え
ば
、
消
費
税
の
軽
減

税
率
廃
止
単
一
税
率
化
、
中
小

企
業
者
等
の
法
人
税
率
の
特

例
、
イ
ン
ボ
イ
ス
導
入
に
伴
う

特
例
等
は
、
租
税
平
等
主
義
と

密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
。

例
え
ば
、
新
設
・
改
正
さ
れ

た
ば
か
り
の
法
令
に
つ
い
て
、

税
務
否
認
や
当
局
・
裁
判
所
と

の
見
解
の
相
違
を
避
け
る
た
め

に
有
益
な
の
は
、
租
税
平
等
主

義
に
適
す
る
法
令
解
釈
と
適
用

で
あ
る
。

3

と
こ
ろ
が
、
租
税
平
等
原

則
の
判
断
基
準
を
正
面
か
ら
論

じ
た
論
文
は
少
な
く
、
そ
の
判

断
基
準
の
具
体
化
の
必
要
が
指

摘
さ
れ
て
い
る（
文
献
②
）。

4

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
税

法
・
税
務
の
担
い
手
に
と
っ
て

切
実
な
問
題
で
あ
る
「
租
税
平

等
主
義
に
関
す
る
判
断
基
準
の

大
枠
」
に
つ
い
て
、
検
討
を
加

え
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ

相
対
的
平
等
の
適
用
場
面
と
判
断
基
準

憲
法
14
条
の
「
平
等
」
の
観

念
に
つ
い
て
は
、
相
対
的
平
等

と
実
質
的
平
等
を
明
瞭
に
区
別

す
る
必
要
が
あ
る
。ま
ず
、相
対

的
平
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

1

相
対
的
平
等
と
は
何
か
。

相
対
的
平
等
は
、
法
令
が
、

あ
る
個
人
・
法
人
に
対
し
、
区

別
的
取
扱
を
し
て
い
る
場
面
で

問
題
と
な
る
。

例
え
ば
、
何
ら
か
の
政
策
目

的
の
た
め
に
税
負
担
に
つ
い
て

区
別
的
取
扱
を
す
る
租
税
特
別

措
置
の
法
令
が
存
在
す
る
場
合

に
、
合
理
的
区
別
を
許
容
し
、

不
合
理
な
区
別
を
平
等
原
則
違

反
と
す
る
の
が
相
対
的
平
等
で

あ
る
。

2

相
対
的
平
等
の
判
断
基
準

⑴

相
対
的
平
等
に
お
い
て
、

問
題
は
、
合
理
的
区
別
か
否

か
の
判
断
基
準
で
あ
る
。
憲

法
学
の
通
説
は
、
人
権
を
制

約
す
る
法
令
の
合
憲
性
判
定

基
準
に
準
じ
、
そ
の
判
断
基

準
を
具
体
化
し
て
い
る
（
文

献
⑦
）。

⑵

合
憲
性
判
定
基
準
の
用
語

例
・
表
現
は
、
論
者
・
判
例

に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
が
、

「
主
要
な
憲
法
判
例
の
あ
て

は
め
部
分
の
傾
向
」
に
鑑

み
、
合
憲
性
判
定
の
考
慮
要

素
を
整
理
す
る
と
、
当
該
法

令
の
区
別
的
取
扱
が
合
憲
か

否
か
は
、
①
当
該
立
法
目
的

自
体
が
憲
法
の
理
念
に
鑑
み

重
要
な
い
し
正
当
で
あ
る
こ

と
、
②
当
該
区
別
が
な
け
れ

ば
当
該
立
法
目
的
が
阻
害
さ

れ
る
こ
と
、
③
当
該
区
別
が

当
該
目
的
実
現
に
効
果
が
あ

り
逆
効
果
の
方
法
（
経
済
的

弱
者
保
護
を
目
的
と
す
る
の

に
高
額
所
得
者
が
利
益
を
受

け
て
し
ま
う
、
地
方
財
政
の

健
全
化
を
目
的
と
す
る
の
に

税
収
の
東
京
一
極
集
中
が
拡

大
す
る
等
）
で
は
な
い
こ
と

を
前
提
に
、
④
当
該
区
別
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
（
生

存
権
保
護
の
利
益
、
特
措
法

の
政
策
目
的
に
係
る
利
益
）

と
失
わ
れ
れ
る
利
益
（
当
該

区
別
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
利

益
）
の
均
衡
が
と
れ
て
い
る

か
否
か
、
⑤
当
該
目
的
を
達

成
す
る
現
実
的
で
実
効
的

な
、
よ
り
不
利
益
や
弊
害
の

少
な
い
実
効
的
で
現
実
的
な

他
の
手
段
（
例
え
ば
、
軽
減

税
率
や
定
額
減
税
に
代
わ
る

社
会
的
弱
者
へ
の
給
付
）
が

あ
る
か
否
か
を
吟
味
し
て
判

断
さ
れ
る
。

⑶

上
記
と
類
似
の
判
断
基
準

（
目
的
・
手
段
の
有
効
性
・

バ
ラ
ン
ス
・
他
の
対
策
）

は
、
租
税
優
遇
措
置
が
憲
法

14
条
に
反
し
な
い
か
の
基

準
、
税
制
改
正
に
お
け
る
租

税
特
別
措
置
の
見
直
し
の
基

準
に
示
さ
れ
て
い
る
（
文
献

①
95
頁
、
文
献
⑥
3
頁
）。

⑷

重
要
な
の
は
、
特
に
③
か

ら
⑤
に
つ
い
て
で
あ
り
、
観

念
的
な
考
察
で
は
な
く
、
立

法
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ

る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

立
法
事
実
と
は
、
当
該
立

法
の
合
理
性
を
支
え
る
ⅰ
社

会
的
事
実
（
例
え
ば
、
少
子

高
齢
化
進
行
の
状
況
及
び
予

測
、
地
震
の
リ
ス
ク
、
人
口

や
税
収
の
東
京
一
極
集

中
）、
ⅱ
経
済
的
事
実
（
例

え
ば
景
気
の
動
向
・
国
や
地

方
の
債
務
残
高
、
大
企
業
と

中
小
企
業
等
の
賃
金
格
差

等
）、
ⅲ
歴
史
的
事
実
（
例

え
ば
、
社
会
福
祉
の
た
め
の

給
付
を
円
滑
に
な
し
得
た
実

例
、
諸
外
国
で
の
実
例
。
文

献
③
参
照
）
等
で
あ
る
。

Ⅲ

実
質
的
平
等
の
適
用
場
面
と
判
断
基
準

1

実
質
的
平
等
と
は
何
か
。

⑴

実
質
的
平
等
は
、
事
実
の

面
で
不
平
等
が
あ
る
に
も
拘

わ
ら
ず
、
法
令
が
均
等
に
扱

う
場
面
（
法
令
が
区
別
を
し

て
い
な
い
場
面
）
で
問
題
と

な
る
概
念
で
あ
る
。

⑵

税
法
的
に
言
え
ば
、
実
質

的
平
等
と
は
、
異
な
る
状
況

に
あ
る
も
の
は
状
況
に
応
じ

て
異
な
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る

べ
き
（
垂
直
的
公
平
）
で
あ

る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
法
令
が

均
等
的
扱
い
を
す
る
場
面

（
例
え
ば
累
進
課
税
で
は
な

く
人
頭
税
や
低
い
比
例
税
率

を
採
用
し
て
い
る
場
面
）
に

お
い
て
、
十
分
な
垂
直
的
公

平
を
図
る
こ
と
を
要
請
す
る

も
の
で
あ
る
と
言
い
得
る
。

⑶

立
法
府
・
行
政
府
に
と
っ

て
は
、
税
務
に
係
る
実
質
的

平
等
（
垂
直
的
平
等
）
の
実

現
は
、
極
め
て
重
要
な
憲
法

上
の
責
務
で
あ
る
と
解
す
る

べ
き
で
あ
る
。

但
し
、
実
質
的
平
等
の
実

現
に
際
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て

不
利
益
を
受
け
る
者
の
経
済

的
自
由
等
、
対
立
す
る
自
由

と
の
調
整
が
図
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

問
題
は
、
対
立
す
る
自
由

と
の
最
も
適
切
な
利
益
調
整

を
図
り
つ
つ
、
実
質
的
平
等

を
よ
り
良
く
実
現
す
る
た
め

の
判
断
基
準
で
あ
る
。

2

実
質
的
平
等
（
垂
直
的
平

等
）
の
判
断
基
準
の
大
枠

⑴

実
質
的
平
等
は
、
法
令
が

均
等
の
扱
い
を
し
て
き
た
と

こ
ろ
に
、
こ
れ
か
ら
事
実
的

実
質
的
違
い
に
対
応
し
た
合

理
的
区
別
を
し
よ
う
と
す
る

場
面
で
あ
る
か
ら
、
上
述
の

相
対
的
平
等
に
お
け
る
合
理

的
区
別
か
否
か
の
判
断
基
準

を
応
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

⑵

た
だ
、
相
対
的
平
等
の
場

面
で
は
、
既
に
存
在
す
る
法

令
の
「
あ
る
特
定
の
区
別
」

に
つ
い
て
、
合
理
的
か
否
か

を
審
査
す
れ
ば
足
り
た
の
に

対
し
、
実
質
的
平
等
は
、
こ

れ
か
ら
立
法
措
置
等
を
講
ず

る
場
面
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
実
質
的
に
異
な
る
状
況
に

対
応
し
得
る
手
段
」
は
、
複

数
あ
る
い
は
多
数
存
在
し
得

る
。

⑶

そ
こ
で
、
実
質
的
平
等
に

適
す
る
合
理
的
手
段
、
異
な

る
状
況
に
応
じ
た
正
し
い
取

扱
を
判
断
す
る
基
準
の
大
枠

は
、

ア

立
法
目
的
の
正
当
性
（
当

該
異
な
る
状
況
に
対
応
す
る

べ
き
正
当
な
理
由
）
が
あ
る

こ
と
を
大
前
提
に
、

イ

諸
外
国
の
立
法
例
等
を
参

考
に
し
「
異
な
る
状
況
に
対

応
し
得
る
手
段
」
の
主
要
な

実
例
を
十
分
収
集
し
、
あ
る

い
は
行
政
府
・
立
法
府
が
自

ら
独
自
に
考
案
し
、

ウ

そ
れ
ら
の
各
手
段
に
つ
い

て
、
①
真
に
効
果
が
あ
る

か
、
逆
効
果
で
は
な
い
か

（
文
献
③
24
頁
か
ら
27
頁
を

参
考
）、
②
異
な
る
状
況
に

対
応
し
得
る
実
効
性
と
費
用

等
の
現
実
性
の
程
度
、
②
当

該
手
段
に
よ
り
得
ら
れ
る
利

益
と
失
わ
れ
る
利
益
の
程
度

を
総
合
考
慮
し
た
上
で
、

エ

立
法
当
時
の
経
済
状
況
・

社
会
状
況
等
を
も
勘
案
し
な

が
ら
、「
も
っ
と
も
適
切
な

手
段
」
を
選
択
し
、

オ

そ
の
法
令
の
実
際
の
運
用

状
況
を
観
察
・
分
析
し
、
経

済
状
況
・
社
会
状
況
の
変
化

に
対
応
し
て
、「
選
択
し
た

当
該
手
段
」
の
改
変
を
続
け

る
（
文
献
③
37
頁
）、

と
い
う
流
れ
に
な
る
。

⑷

た
だ
、
上
記
イ
の
検
討
す

べ
き
対
応
手
段
の
候
補
は
、

①
税
法
の
枠
内
に
留
ま
ら

ず
、
②
給
付
等
の
社
会
福

祉
、
③
年
金
等
の
社
会
保
障

の
手
段
を
含
め
て
広
く
収
集

・
検
討
（
文
献
⑤
）
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

⑸

ま
た
、
上
記
ウ
の
区
別
に

対
応
す
る
各
手
段
の
実
効
性

・
現
実
性
は
、
①
税
法
、
②

社
会
福
祉
、
③
社
会
保
障
の

制
度
と
実
情
に
精
通
し
た
多

方
面
の
専
門
家
の
知
見
（
文

献
③
50
頁
注（
33
）を
参
考
）、

④
関
連
す
る
立
法
事
実
（
社

会
的
事
実
・
経
済
的
事
実
・

実
例
等
）
を
過
不
足
な
く
踏

ま
え
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

Ⅳ

得
ら
れ
る
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
の

衡
量
の
留
意
点

1

相
対
的
平
等
の
場
面
に
せ

よ
、
実
質
的
平
等
の
場
面
に

せ
よ
、
当
該
区
別
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
利
益
と
失
わ
れ
る

利
益
を
衡
量
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
①
対
立
す
る
権
利
・

利
益
自
体
（
生
命
・
健
康
と

財
産
権
）
を
衡
量
す
る
の
み

な
ら
ず
、
②
当
該
区
別
を
す

る
こ
と
・
し
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
当
該
権
利
・
利
益
に
生

じ
る
不
利
益
の
重
大
性
の
程

度
（
健
康
が
損
な
わ
れ
る
程

度
、
経
済
的
不
利
益
の
程

度
）、
③
一
旦
生
じ
た
不
利

益
の
回
復
困
難
性
の
程
度
を

も
、
立
法
事
実
に
即
し
て
丹

念
に
衡
量
す
る
必
要
が
あ

る
。

2

例
え
ば
、
一
人
世
帯
の
高

齢
者
の
顕
著
な
増
加
が
予
想

さ
れ
る
と
こ
ろ
、
重
度
の
要

介
護
状
態
と
な
っ
た
経
済
的

弱
者
に
対
す
る
社
会
福
祉
が

不
十
分
に
な
っ
た
場
合
に

は
、
①
生
命
健
康
と
い
う
最

も
重
要
な
利
益
に
、
②
重
大

で
、
③
回
復
し
難
い
不
利
益

・
悲
惨
な
状
態
を
生
じ
さ
せ

得
る
。

消
費
税
等
、
社
会
福
祉
の

財
源
に
関
連
す
る
税
制
に
お

い
て
租
税
平
等
主
義
を
検
討

す
る
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な

「
利
益
衡
量
の
判
断
基
準
」

も
特
に
重
要
と
な
る
。

【
参
考
文
献
】

①

金
子
宏
「
租
税
法
（
24
版
）」

（
弘
文
堂
）
88
頁
以
下

②

吉
村
典
久
「
租
税
平
等
主
義

（
憲
法
14
条
）」
日
税
研
論
集
77

号
は
、
租
税
平
等
の
判
断
に
お

い
て
比
較
対
象
選
定
の
重
要
性

等
を
検
討

③

ス
タ
ン
レ
ー
・
サ
リ
ー
（
田

島
裕
訳
）「
政
府
の
政
策
目
的
の

実
現
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の

租
税
誘
因
措
置‐

政
府
の
直
接

支
出
と
の
比
較‐

」
租
税
法
研

究
1
号
3
頁
以
下
は
、
租
税
誘

因
措
置
の
ア
メ
リ
カ
の
実
例
に

つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る

が
、
広
く
実
質
的
平
等
実
現
の

各
手
段
の
利
害
得
失
の
判
断
、

相
対
的
平
等
の
合
理
的
区
別
の

判
断
の
参
考
・
ヒ
ン
ト
に
な
る
。

④

吉
村
典
久
「
所
得
控
除
と
応

能
負
担
原
則
」
金
子
宏
編
「
所

得
課
税
の
研
究
」
1
9
9
1
年

2
4
8
頁
以
下

⑤

増
井
良
啓
「
再
分
配
の
手
法

と
税
制
」
租
税
法
研
究
44
号

⑥

畠
山
武
道
「
租
税
特
別
措
置

と
そ
の
統
制‐

日
米
比
較
」
租

税
法
研
究
18
号

⑦

芦
部
信
喜
「
憲
法
（
第
6
版
）」

（
岩
波
書
店
）
1
2
9
頁
（
憲

法
学
説
の
通
説
的
見
解
）

税
理
士
に
と
っ
て
の
租
税
平
等
主
義
の
重
要
性
と
判
断
基
準

〜
租
税
平
等
の
よ
り
良
い
判
断
の
た
め
に
〜
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